
2025 年度（令和７年度）ひとり親世帯家賃補助必要書類一覧 
電子申請する前に、必ず次の書類がそろっていることを確認してください。◆は全員必須書類 

確認欄 必要書類 

□    
◆ 世帯全員の住民票の写し  

*３か月以内かつ最新のもので、マイナンバーが記載されていないもの 

*入居しようとする世帯全員分の続柄の記載が必要です。 

□ 

【住民票の写しに転居前住所の記載がない場合】 

「戸籍の附票」か「改製前の住民票の除票」  
2025 年 5 月 7 日以降、住民票の写しの様式が改製されています。改製により、神戸市内で転居した場合、住民票

の写しの転居前住所が記載されません。住民票の写しに、転居前住所が記載されていない場合は、「戸籍の附票」

もしくは窓口で「改製前の住民票の除票」を取得し、提出してください。 

※改製日以降に住民票を新住所へ異動した場合は、住民票の写しを取得する時に窓口等で「転居前住所の記載」

を申し出ることで、転居前住所が記載されます。 

□ 

◆ 世帯全員の所得が分かる書類 

*18 歳以上の方、18 歳未満で所得のある方は、すべて所得証明が必要です。 

所得の有無にかかわらず、以下のいずれかを提出してください。(源泉徴収票は不可) 

・市民税・県民税所得（課税・非課税）証明書の写し 

・市民税・県民税特別徴収税額の通知書の写し 

・市民税・県民税納税通知書の写し  

６月以降に申請する場合、 2025 年度（令和７年度）分の証明（2024 年 1 月～12 月の所得）】が必要です。 

□  

◆ 公営住宅落選通知の写し(宛名面と抽選結果が記載されている面の表裏写し) 
オンライン申請のため落選通知のはがきがない場合は、「申請者氏名」「手続き名（〇〇募集（〇〇住宅）

〇月募集と記載のあるところ）」「抽選番号」「当選・補欠抽選番号一覧」のページ画面の写しを申請時

にアップロードしてください。  

□ 

◆ ひとり親世帯であること及びひとり親世帯になった時期がわかる書類  

ひとり親世帯になられた事由より、下記の書類を提出してください。 

・配偶者と離婚された方、死別された方、非婚の方→戸籍謄本の写し（ 3 か月以内かつ最新のもの） 

・配偶者が生死不明の方→警察署等による証明の写し  

・DV 被害を受けられた方→保護命令決定書の謄本または DV センター来所証明書の写し 

※子が同一戸籍でない場合は子の戸籍謄本の写しも必要です。※戸籍の無い方はご相談ください。 

□ 

◆ 賃貸借契約書の写し（各部分を切り取りせず、ページ全体を提出）   

（確認項目）・物件名 

・住所 

・契約締結日（2025 年 1 月 1 日以降であること） 

・家賃金額 

・支払方法 

・契約締結部分（契約両者の記名押印箇所） 

・住宅の広さ（平方メートル） 

・建築年月日 

 □ 

【該当者のみ】※賃貸借契約書で上記の項目が確認できない場合  

 重要事項説明書の写し（上記項目が確認できるページ） 

 UR に転居の場合は住宅設備の説明書（間取り図付きのもの）を提出してください。 

※賃貸借契約書や重要事項説明書でも建築年や広さが確認できない場合は、建物登記簿謄本や建物登記

事項証明書の写しも併せて提出してください。 

□  

【該当者のみ】※1981 年（昭和 56 年）5 月 31 日以前に建築された住宅の場合  

 耐震診断を受け、耐震性を有することが確認できる書類か耐震改修を完了したことが分か

る書類（耐震基準適合証明書の写し） 

□  

◆ 振込先の口座情報の写し（通帳・キャッシュカード WEB 画面の写しなど）  

金融機関名、口座種別、支店名、口座番号、口座名義が分かるもの 

・銀行通帳の場合：通帳 1 ページ目の口座情報のページ 

・インターネットバンキングの場合:WEB 通帳の口座番号連絡書や口座情報照会画面等  

□  【該当者のみ】他の家賃補助内容がわかる書類※公的制度以外に家賃補助をもらっている場合   

□  
【該当者のみ】在職証明書の写し  

申請時の住所に住み替えする直前に神戸市外で居住されていた方  
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